
  

 

地域産業都市委員会 

令和５年１２月４日 

 

両国屋内プールの指定管理者の指定について 

 

１ 施設の名称 

両国屋内プール（墨田区横網一丁目８番１号） 

 

２ 指定の期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 指定管理者とする団体 

（１）名称 

すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ 

（２）所在地 

東京都品川区東品川四丁目１０番１号 

（３）代表者氏名 

コナミスポーツ株式会社 代表取締役 室田 健志 

（４）共同事業体の構成団体 

ア 名称  コナミスポーツ株式会社 

所在地 東京都品川区東品川四丁目１０番１号 

代表者 代表取締役 室田 健志 

イ 名称  大林ファシリティーズ株式会社 

所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目６番 

代表者 代表取締役 石井 健治 

（５）沿革 

ア コナミスポーツ株式会社 

昭和４８年３月 設立 

イ 大林ファシリティーズ株式会社 

昭和３８年１０月 設立 

（６）同種事業の実績（自治体からの受託運営等） 

ア 本区での実績 

平成１８年度～現在 両国屋内プール指定管理者（代表企業） 

平成１８年度～現在 スポーツプラザ梅若指定管理者（代表企業） 

イ 他自治体での実績 

豊島区立雑司が谷体育館、杉並区荻窪体育館、品川区立総合体育館、品川区立 

戸越体育館等、２２０件の指定管理者（代表企業） 

豊中市屋内体育施設等（１０施設一括）、和泉市温水プール等、１４件の指定 

管理者（構成企業） 



  

 

 

４ 選定経過及び選定理由 

（１）募集内容 

ア 募集期間 令和５年７月１４日から令和５年８月２５日まで 

イ 周知方法 区のお知らせ及び区のホームページへの掲載 

ウ 申請者数 １者 

（２）選定経過 

墨田区指定管理者選定委員会において、主管部検討部会での審査を経た団体につ 

いて、申請書類等に基づき、評価項目である①利用者サービスの向上、②効率的・ 

効果的な施設の運営、③事業計画の遂行能力の３項目に関する審査を行った。 

（３）選定理由 

審査の結果、選定団体は、評価項目の評価の合計点が設定した水準を超えたこと 

から、両国屋内プールの設置目的を効果的・効率的に実現することが期待できるた 

め選定した。 

 

５ 事業計画の要点 

（１）管理運営の方針 

両国屋内プールの設置目的及び指定管理者制度の趣旨を踏まえ、「人がつながる 

 地域ではぐくむ施設づくり」を基本理念とし、以下３つの運営方針を定めている。 

ア 地域と協働した、地域コミュニティ活性化をはぐくむ施設づくり 

イ 誰もがスポーツを気軽に楽しめるユニバーサルな施設づくり 

ウ ⅮⅩ化による新たなサービスの展開 

（２）主な提案内容 

ア 利用者サービスの向上に関する提案 

（ア）スポーツの振興と健康で文化的な区民生活の向上に寄与することを目的とし、 

区民のスポーツ実施率の向上、アフターコロナの利用者回復を目指す。 

（イ）広報は施設の玄関口との意識のもと、様々な手段で広報を実施するメディア 

ミックスにより、より多くの情報発信を行う。 

（ウ）迅速かつ高品質な維持管理業務を行い、施設の長寿命化に取り組む。 

（エ）地域と協働した地域コミュニティ活性化を目指し、総合型地域スポーツクラ 

ブである両国倶楽部と連携した事業を実施する。 

（オ）施設不具合に対し、２４時間３６５日対応可能なビル管理センターによるバ 

ックアップ体制を構築する。 

イ 効率的・効果的な施設の運営に関する提案 

（ア）指定管理料（提案額）：７０，７００，０００円 

（イ）地域の小中学生等が、集中して宿題を進められる場として、会議室を開放す 

る。 

（ウ）支払手続の利便性を高めるキャッシュレス券売機を導入する。 

（エ）トップアスリートによる水泳イベント、豊富な教室（体験、ワンコイン、コ 



  

 

ース型、プライベートレッスン）等の魅力的なイベントや事業を実施し、施設 

の稼働率・集客率を高める。 

（オ）施設・設備の故障・異常・不具合の発生を未然に防ぐ予防保全の取組により 

経費を削減する。 

（カ）区内雇用を積極的に推進（現在、区内雇用７名）するとともに、専門業務の 

一部を区内企業に委託する。 

ウ 事業計画の遂行能力に関する提案 

（ア）統括責任者・副統括責任者には、類似施設で１０年以上の業務従事経験があ 

り、スポーツ施設運営士や防火管理者、救急法救助員などの資格保有者を配置 

する。 

（イ）災害その他緊急時の危機管理及び苦情処理については、各種マニュアルを作 

成するとともに、体制を整備する。また、災害時における地域住民の避難に対 

応する。 

（ウ）代表企業はスポーツプラザ梅若と両国屋内プールの現指定管理者であり、指 

定管理者として２２０件の運営実績がある。また、構成企業は指定管理者とし 

て１４件の管理実績がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

審査結果 

１２名の委員が評価し、その合計点により審査を行った。 

 

 

評価項目（配点） 
得点 

すみだスポーツ振興ま

ちづくりパートナーズ 

１ 利用者サービスの向上（38点×12 人＝456 点） 331 点 

⑴ 利用者にとって平等に利用できる環境が整えられているか 

（10 点×12 人＝120 点） 
84 点 

⑵ 施設の設置目的を達成するための事業計画となっているか 

（8 点×12人＝96 点） 
76 点 

⑶ 利用者サービスの向上につながる独自の提案があり、実現が可能

か 

（10 点×12 人＝120 点） 

91 点 

⑷ 利用者の要望・意見等を聴くための手段と業務改善の取組がある

か 

（10 点×12 人＝120 点） 

80 点 

２ 効率的・効果的な施設の運営（32点×12 人＝384 点） 270 点 

⑴ 施設の設置目的を踏まえた管理・運営方針となっているか 

（6 点×12人＝72 点） 
51 点 

⑵ 利用者の増加策や施設稼働率（利用率）向上への取組は効果的か                              

 （8点×12 人＝96 点） 
69 点 

⑶ 施設の維持管理経費を節減するための積極的な取組があるか 

（6 点×12人＝72 点） 
50 点 

⑷ 提案額は、事業計画を実現するための適正な額となっているか 

（6 点×12人＝72 点） 
46 点 

⑸ 区民の雇用や区内企業の活用を図る取組があるか 

 （6点×12 人＝72 点） 
54 点 

３ 事業計画の遂行能力（30 点×12 人＝360 点） 261 点 

⑴ 経営状況及び財政基盤は安定しているか 

（4 点×12人＝48 点） 
30 点 

⑵ 職員構成、職員数及び組織の管理・運営体制は適切か 

（6 点×12人＝72 点） 
52 点 

⑶ 管理責任者及び職員の資格や経験は適切であり、職員のスキルア

ップに向けた取組は十分か 

（6 点×12人＝72 点） 

51 点 

⑷ 個人情報保護の徹底及び積極的な情報公開を行う計画となってい

るか 

（4 点×12人＝48 点） 

36 点 

⑸ 災害その他緊急時の危機管理体制及び苦情処理体制は明確か 

（4 点×12人＝48 点） 
35 点 

⑹ 同種事業に関する本区での実績の有無、他の自治体での実績の有

無 

（6 点×12人＝72 点） 

57 点 

合計（100 点×12 人＝1,200 点） 862 点 
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両国屋内プール指定管理者 申請者提案概要 

項目 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ 

１ 利用者サービスの向上 

（１）利用者にとって平等に

利用できる環境が整えら

れているか 

・案内や表示にはユニバーサルデザインを導入するなど、誰もが利用しやす

い施設づくりを行う。 

・広報は施設の玄関口との意識のもと、様々な手段で広報を実施するメディ

アミックスにより、より多くの情報発信を行う。 

・おむつ替えスペースや授乳スペースを確保するとともに、男性トイレにサ

ニタリーボックスを設置する。 

（２）施設の設置目的を達成

するための事業計画とな

っているか 

【運営】 

・スポーツの振興と健康で文化的な区民生活の向上に寄与することを目的と

し、区民のスポーツ実施率の向上、アフターコロナの利用者回復を目指

す。 

【維持管理】 

・迅速かつ高品質な維持管理業務を行い、施設の長寿命化に取り組む。 

・施設・設備の故障・異常・不具合の発生を未然に防ぐ予防保全を基本とし

た維持管理を実施する。 

（３）利用者サービスの向上

につながる独自の提案が

あり、実現が可能か 

・地域と協働した地域コミュニティ活性化を目指し、総合型地域スポーツク

ラブである両国倶楽部と連携した事業を実施する。 

・両国エリアの活性化について取り組む両国協力会に加入し、地域と連携し

た利用促進を行う。 

・ボッチャ普及に向けたボッチャイベントの開催とボッチャの貸出に対応す

る。 

・電話番号情報のみで確実に連絡をすることのできるＳＭＳメールを使用し

た連絡体制を確立する。 

・施設不具合に対し、24 時間 365 日対応可能なビル管理センターによるバッ

クアップ体制を構築する。 

（４）利用者の要望・意見等

を聴くための手段と業務

改善の取組があるか 

・利用者アンケートを年 1回実施する。 

・お客様ＢＯＸを設置し、1 週間以内に回答する。 

・施設利用団体を対象とした利用者懇談会を開催する。 

２ 効率的・効果的な施設の運営 

（１）施設の設置目的を踏ま

えた管理・運営方針とな

っているか 

〔施設の設置目的〕 

区民のスポーツの振興を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与する

ため。 

＜基本理念＞  

 人がつながる 地域ではぐくむ施設づくり 

＜運営方針＞  

１．地域と協働した、地域コミュニティ活性化をはぐくむ施設づくり 

２．誰もがスポーツを気軽に楽しめるユニバーサルな施設づくり 

３．ＤＸ化による新たなサービスの展開 

（２）利用者の増加策や施設

稼働率（利用率）向上へ

の取組は効果的か 

・施設利用に対する疑問や不安を解消する施設見学を積極的に受け入れる。 

・地域の小中学生等が、集中して宿題を進められる場として、会議室を開放

する。 

・教室やイベント等の案内を積極的に施設内に掲示する。 

・支払手続の利便性を高めるキャッシュレス券売機を導入する。 

・トップアスリートによる水泳イベント、豊富な教室（体験、ワンコイン、

コース型、プライベートレッスン）等の魅力的なイベントや事業を実施
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項目 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ 

し、施設の稼働率・集客率を高める。 

（３）施設の維持管理経費を

節減するための積極的な

取組があるか 

・施設・設備の故障・異常・不具合の発生を未然に防ぐ予防保全の取組によ

り経費を削減する。 

・節水システム導入による熱水費の低減。 

・過去のエネルギー使用状況の把握から、省エネルギーに取り組む。 

（４）提案額は、事業計画を

実現するための適正な額

となっているか 

・指定管理料（提案額）：70,700,000 円 

（５）区民の雇用や区内企業

の活用を図る取組がある

か 

・区内雇用を積極的に推進する（現在、区内雇用７名）。 

・専門業務の一部を区内企業に委託 

３ 事業計画の遂行能力 

（１）経営状況及び財政基盤

は安定しているか 

≪代表企業≫ 

・売上   2023 年 3 月期：45,498,000 千円 

      2022 年 3 月期：41,980,000 千円 

・営業利益 2023 年 3 月期：-2,468,000 千円 

      2022 年 3 月期：-2,398,000 千円 

・経常利益 2023 年 3 月期：-2,480,000 千円 

      2022 年 3 月期：-2,455,000 千円 

・流動比率    2023 年 3月期： 39.46％ 

         2022 年 3月期： 45.64％ 

・固定長期適合率 2023 年 3月期：154.85％ 

         2022 年 3月期：139.28％ 

・自己資本比率  2023 年 3月期： 11.60％ 

         2022 年 3月期： 17.01％ 

≪構成企業≫ 

・売上   2023 年 3 月期：30,180,659 千円 

      2022 年 3 月期：31,020,345 千円 

・営業利益 2023 年 3 月期： 1,197,897 千円 

      2022 年 3 月期： 2,364,355 千円 

・経常利益 2023 年 3 月期： 1,373,050 千円 

      2022 年 3 月期： 2,384,014 千円 

・流動比率    2023 年 3月期：336.38％ 

         2022 年 3月期：362.93％ 

・固定長期適合率 2023 年 3月期：  6.27％ 

         2022 年 3月期：  5.60％ 

・自己資本比率  2023 年 3月期： 66.95％ 

         2022 年 3月期： 68.93％ 

（２）職員構成、職員数及び

組織の管理・運営体制は

適切か 

・統括責任者       １名 

・副統括責任者      １名 

・受付事務業務責任者 １～２名 

・プール監視員      ４名 

・維持管理責任者     １名 

・設備員         １名 

・清掃職員      １～２名 

（３）管理責任者及び職員の

資格や経験は適切であ

・統括責任者は、類似施設で 10 年以上の業務従事経験があり、スポーツ施

設運営士や防火、衛生管理などの資格保有者を配置する。 
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項目 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ 

り、職員のスキルアップ

に向けた取組は十分か 

・副統括責任者は、類似施設で 10 年以上の業務従事経験があり、救急法救

助員などの資格保有者を配置する。 

・プールには、ノウハウを持つ質の高い職員を配置、水泳・スポーツ教室に

はノウハウや研修を修了した専門技術を持つ職員を配置する。 

・公共施設従事者向けの研修体制を持ち、施設に適した研修、定期的なフォ

ローアップ研修を実施。 

（４）個人情報保護の徹底及

び積極的な情報公開を行

う計画となっているか 

・代表企業は、プライバシーマークを取得。 

・個人情報保護理解度テストを年 1 回以上実施する。 

・情報公開条例の趣旨に則った対応をする。 

（５）災害その他緊急時の危

機管理体制及び苦情処理

体制は明確か 

・未然防止と対象方法等を定めたマニュアルを作成する。 

・危機管理体制、苦情要望対応体制を整備する。 

・災害時における地域住民の避難に対応する。 

・地域住民向け CPR&AED 操作講習会を実施する。 

（６）同種事業に関する本区

での実績の有無、他の自

治体での実績の有無 

≪墨田区≫ 

・スポーツプラザ梅若、両国屋内プールを運営 

≪他自治体≫ 

・（代表企業）豊島区立雑司が谷体育館、杉並区荻窪体育館、品川区立総合

体育館、品川区立戸越体育館等、220 件の指定管理者 

・（構成企業）豊中市屋内体育施設等（10 施設一括）、和泉市温水プール

等、14件の指定管理者 

 

 


